
 

 1 

 

 

ア 知多市における空家等の課題 

課題として、以下の６点を整理しました。 

 

課題１：市内全域での空家等の増加（空家等の把握）     ・・・本紙 p２ 

２：空家等に対する問題意識              ・・・本紙 p９ 

３：空家等の適切な維持管理              ・・・本紙 p11 

４：衛生面・安全面で問題のある空家等の解消      ・・・本紙 p13 

５：空家等の利活用                  ・・・本紙 p16 

６：利活用が困難な空家等の跡地活用          ・・・本紙 p18 

 

次頁以降、６項目の現状と課題について、提示します。 

 

 

  

【資料３】知多市における空家等の現状と課題 

令和元年７月 31日(水) 
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[課題１ 市内全域での空家等の増加（空家等の把握）] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-（現状１）空家数と空家率の推移 

 住宅・土地統計調査によると、本市の空家数と空家率は、平成 20年調査で一旦数値が下

がったものの、その後の平成 25年調査では再び数値が上がっており、いずれも増加傾向に

あるといえます。 

 また、本市の空家率について、全国・愛知県の数値（平成 10年～平成 25年）と比較す

ると、全国に対しては一貫して低い数値で推移しているものの、愛知県に対しては平成 25

年に本市の数値がやや上回る結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-１ 空家数と空家率の推移（住宅・土地統計調査） 

 本市の空家数・空家率は増加傾向にあり、特に空家率（平成 25年調査）

は、本市の数値が愛知県をやや上回る結果となっており、市内全域において

万遍なく分布している状況です。また、空家等の種類に着目すると、別荘等

の利用・賃貸用・売却用の住宅数は減少あるいは概ね変動がない一方で、長

期にわたって不在の住宅等が年々増加している状況です。  

継続的な高齢化の進行が予測されていること、一定程度（年１回以上）使

用している建物でも半数以上が物置や倉庫等として使用されている現状を勘

案すると、今後も市内の様々な地域で空家等が増加すると考えられます。 

このような中、空家等あるいは空家等予備群の建物に対して適切な対策を

講じていくためにも、状況が変動する空家等の継続的な把握が必要といえま

す。 
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１-（現状２）空家等実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【パターン１：メッシュ】 

新舞子 

 

日長 

 

長浦 

 

古見 

 

朝倉 

 

寺本 

 

巽ケ丘 

 

３ 
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寺本 

 

朝倉 

 

古見 

 

長浦 

 

日長 

 

巽ケ丘 

 

新舞子 

 

【パターン２：土地区画整理事業区域、市街化区域】 

土地区画整理事業区域内でも昭和 44-50 年

施行の朝倉地区では、空家等が多い状況で

す。 

これは、今後その他の土地区画整理事業地

区内でも空家数が増加する可能性があるこ

とを示唆しており、土地区画整理事業地区

内においても空家等に関する対策が必要な

ことを示しているといえます。 

 

市街化区域内でも

空家等が多い地域

が確認できます。 

 

※図内の数値は、建物の数を

示しています。 
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【参考：新築着工建物件数】 

市街化区域内・土地区画整理事業地区

内での新築着工建物件数が多い状況

が確認できます。 

（平成 24 年１月１日～平成 28 年 12

月 31 日の新築着工建物件数を対象と

しています。） 

５ 

新舞子 

 

日長 

 

長浦 

 

古見 

 

朝倉 

 

寺本 

 

巽ケ丘 
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１-（現状３）空家の種類 

 住宅・土地統計調査で分類されている空家の利用用途別の推移を図-２に示し、分類され

ている４つの空家（二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅、その他の住宅）の用語の

解説を表-１に示します。 

 図-２を確認すると、空家の４つの分類の内、別荘等の二次的住宅や賃貸用・売却用の住

宅数は減少あるいは概ね変動がない一方で、特に管理が行き届きにくくなりやすい「その

他の住宅（長期にわたって不在の住宅等を含む）」は年々増加している状況（H15：930

戸、H20：1,340戸、H25：2,010戸）です。 
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用語の解説

別荘
週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、
ふだんは人が住んでいない住宅

その他
ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まり
するなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅

新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅

新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのた
め居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取
り壊すことになっている住宅など
（注：空家の区分の判断が困難な住宅を含む。）

その他の住宅

売却用の住宅

賃貸用の住宅

二次的住宅

空家の種類

表-１ 空家に関する用語の解説（住宅・土地統計調査） 

図-２ 利用用途別の空家の内訳（住宅・土地統計調査） 

６ 
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１-（現状４）人口・高齢化と空家等の関係 

 本市の人口は、年々増加していましたが、平成 22年頃から横ばい・減少傾向に転じてい

ます。第６次知多市総合計画基礎調査報告書によると、今後もこの減少傾向は、続くこと

が予測されます。 

 また、人口における 65歳以上の割合は増加傾向が続いており、今後もこの傾向の継続と

高齢化の進行が予測されています。 
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図-３ 人口と 65歳以上の割合の推移 

（出典：第６次知多市総合計画基礎調査報告書 平成 31 年３月） 

７ 
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１-（現状５）所有者意向調査 

 

・建物の使用状況は、「１.住んでおらず、最近１年以上使用していない」が 110件（41.5％）

と最も多く、次いで「２.住んでいないが、年１回以上使用している」が 90 件（34.0％）

と多くなっています。【問１】 

・「住んでいないが、年１回以上使用している」建物の使用方法は、半数以上（44件、52.4％）

が「１.物置・倉庫等として使用」となっています。【問２】 

 

【問１】 対象となる建物の使用状況をお答えください（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２】使用方法をお答えください（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．住んでおらず、最近１年

以上使用していない

110件

41.5%

２．住んでいないが、年１

回以上使用している

90件

34.0%

３．賃家・貸倉

庫にしている

14件

5.3%

４．売りに出している

24件

9.1%

５．解体済み、または解

体予定である

12件

4.5%

６．住んでいて住宅

として使用している

６件

2.3%

８．その他

９件

3.4%

※「７．建物について心

当たりがない」は０件 

※「２．住んでいないが、
年１回以上使用している」
と答えた方のみを対象とし
ています。 

（有効回答総数 265件） 

（有効回答総数 84件） 

８ 

１．物置・倉庫

等として使用

44件

52.4%

２．仕事場・作業場として使用

３件 3.6%

３．親戚の催事・集まり（先祖の

供養・法事など）に使用

22件

26.2%

４．帰郷、別荘的な使用

８件

9.5%

５．その他

７件 8.3%
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[課題２ 空家等に対する問題意識] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-（現状６）所有者意向調査 
 

・空家の所有・維持管理について不安に思うことについて、「２.近隣に草木で迷惑をかけて

いないか不安」が 78 件と最も多く、「３.近隣に建物の破損等で迷惑をかけていないか不

安」が 52件と多い等、近隣への影響を不安に思われている方が多い状況となっています。 

・一方で、「14.特に不安なことはない」（55 件）と回答された方も多くなっています。【問

５】 

 

【問５】空家の所有・維持管理について、不安に思うことはありますか 

（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空家等の所有者へのアンケート調査結果では、対象の空家等の所有・維持

管理について最も不安に思うこととして、「近隣に対する迷惑」があげられ

る一方で、「特に不安なことがない」と回答した市民も多い状況でした。 

また、近年話題になることも多い空家問題について、多くの方が問題意識

を持っている一方で、「何が問題になっているかよくわからない」という意

見もあり、アンケートの回収率も５割程度に留まった状況でした。 

空家等への問題意識の醸成は、空家等の自主的な発生抑制等につながる

必要不可欠な視点といえます。 

現状６[p９] 

現状７[p10] 

20

78

52

39

37

８

13

40

28

26

８

４

21

55

0 20 40 60 80 100

１．遠方に住んでおり、建物等の状況がわからない

２．近隣に草木で迷惑をかけていないか不安

３．近隣に建物の破損等で迷惑をかけていないか不安

４．経済的に維持管理し続ける自信がない

５．体力的に維持管理し続ける自信がない

６．維持管理を依頼できる業者の情報がない

７．解体を依頼できる業者の情報がない

８．解体したいが経済的負担が大きい

９．手放したいが売買を依頼できる業者の情報がない

10．手放したいが家財道具や仏壇等の整理ができない

11．相続・権利等が複雑で対応できない

12．相続・権利等の相談先がわからない

13．その他

14．特に不安なことはない

（有効回答総数 429件） 

（件） 

９ 
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１．深刻な問題

だと考えている

139件

55.2%

２．身の回りで問

題になっていると

は感じている

78件

31.0%

３．空家が問題になって

いるとは考えていない

14件 5.6%

４．何が問題になっている

のかよくわからない

11件 4.4%

５．その他 10件 4.0%

２-（現状７）所有者意向調査 
 

・「１.深刻な問題だと考えている」が 139 件（55.2％）と最も多く、次いで「２.身の回り

で問題になっているとは感じている」が 78 件（31.0％）と多くなっており、８割以上の

方が空家に対して問題意識を持っています。 

・その一方で、「３.空家が問題になっているとは考えていない」（14件）といった意見や「４.

何が問題になっているのかよくわからない」（11件）といった意見もありました。【問 14】 

 

【問 14】現在、全国的に空家が増加しており、適切な管理が行われていない空家は防災、衛

生、景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。こうした「空家問題」に対

してあなたはどのようにお考えですか（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（有効回答総数 252件） 
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[課題３ 空家等の適切な維持管理] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-（現状８）所有者意向調査 
 

・管理頻度が高いほど、「いつでも住める（使える）状態である」建物の割合が多い傾向で

あることがわかります。【問６×問 10】 

 

【問６】対象となる建物の管理頻度×【問 10】建物の状態のクロス集計 

 

 

 

 

 

  

６

13

12

３

１

11

29

19

６

４

４

18

20

３

７

２

４

６

３

４

２

１

１

３

週に１～２回程度

月に１～２回程度

半年に１～２回程度

年に１～２回程度

数年に１～２回程度

行っていない

建物の状態

管
理
頻
度

いつでも住める（使える）状態である

多少の修繕を行えば、十分に住める（使える）状態である

劣化が進んでおり、住むため（使うため）には大規模な修繕が必要である

かなり劣化が進んでおり、建替え・解体が必要である

その他

（有効回答総数 182件） 

所有者意向調査では、管理頻度が高いほど、その建物が「いつでも住

める（使える）状態である」建物の割合が多い傾向であることが確認で

きました。その管理は、ほとんどが「本人又は親族」で行われており、

内容は「草刈り、樹木の剪定など庭の手入れ」が最も多く、次いで「郵

便物の整理、施錠確認」が多い状況です。建物の管理は、適度な頻度で

継続的に実施することが重要であり、所有者が管理しているという意識

を持っていても、その頻度が低い場合は衛生上・防犯上の問題が発生す

る場合があります。 

適切で持続的な維持管理のためには、管理の負担軽減につながるよう

な支援や体制づくりが必要といえます。 

現状８[p11] 

現状９[p12] 
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３-（現状９）所有者意向調査 
 

・管理しているのは「１.本人又は親族」が177件（96.7％）とそのほとんどを占めていま

す。【問７】 

・管理の内容は、「３.草刈り、樹木の剪定など庭の手入れ」が167件と最も多く、次いで

「６.郵便物の整理、施錠確認」が93件と多い状況にあります。また、「４.空気の入れ

替え」（88件）や「１.家屋内の掃除」（76件）、「２.破損個所の修繕」（44件）等、建物の

維持管理等に関するものも確認できる結果となりました。【問８】 

 

【問７】対象となる建物について、主に誰が管理していますか（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問８】対象となる建物の管理内容についてお答えください（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76

44

167

88

40

93

６

0 50 100 150 200

１．家屋内の掃除

２．破損箇所の修繕

３．草刈り、樹木の剪定など庭の手入れ

４．空気の入れ替え

５．仏壇等の管理

６．郵便物の整理、施錠確認

７．その他

０ 

１．本人又は親族

177件

96.7%

２．業者 ３件 1.6% ３．その他 ３件 1.6%

※問６で「１～５．管理
をしている」と回答した
方（「６．行っていない」
と回答した方以外）を対
象としています。 

（有効回答総数 183件） 

（有効回答総数 514件） 

（件） 
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[課題４ 衛生面・安全面で問題のある空家等の解消] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-（現状 10）空家の種類 
 

 空家の内、腐朽・破損のあるものの割合を図-４に示します。本市における腐朽・破損の

ある空家の割合は 19.3％（空家総数 4,400戸の内、850戸）であり、全国および愛知県よ

りも低い値であることが確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.0%

26.6%

19.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

全国

愛知県

知多市

０% 

図-４ 腐朽・破損のある空家の内訳（平成 25年住宅・土地統計調査） 

本市における腐朽・破損のある空家の割合は、全国および愛知県

よりも低い値であるものの、２割程度で確認されています。これら

の空家等は、衛生面や安全面で近隣に悪影響を与えており、実際、

市の窓口への相談としては、「空家の草木の繁茂、動物・虫の発

生」といった衛生面の相談や「空家の建物の破損」といった安全面

の相談が多い状況です。 

その一方で、空家等の所有者も近隣への悪影響を不安に思われて

いるものの、その状況を解消できていない点や、所有者が不在とな

り管理不全の連絡ができない空家等がある点は、大きな課題といえ

ます。 

また、地震や台風等の災害時に、維持管理が十分でない建物は、

瓦が飛んだり、倒壊して道路を閉塞したりする等、近隣の安全性を

低下させる可能性も有しています。 

良好な生活環境を維持していくためにも、衛生面や安全面で問題

が発生するような管理不全な空家等について、適切な措置を講じて

いく必要があります。 

現状 10[p13] 

現状６[p９] 

現状 11[p14] 
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４-（現状 11）窓口における相談の状況 
 

平成 28年度以降の空家に関する相談件数（令和元年７月 16日現在）を図-５に示します。

相談件数は、増加傾向にあることが確認できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者は近隣住民からが多く、相談内容は「空家の草木の繁茂、動物・虫の発生」とい

った衛生面に関する内容が最も多く、次いで「空家の建物の破損」といった安全面に関す

る内容が多い状況です。また、建物所有者からの相談の内容は「空家の解体、売買方法」

に関することが多い状況です。 
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図-５ 窓口における相談件数 

図-６ 相談内容の内訳 
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【協議会用参考資料：道路閉塞について】（名古屋市ＨＰより） 

※市街化区域内の既存集落の状況

です。例えば、○囲みの建物(幅

員２ｍ未満の通路に接道)が倒

壊した場合、通路の閉塞する可

能性は非常に高いといえます。 

【協議会用参考資料：知多市内の空家の状況】 
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 [課題５ 空家等の利活用] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-（現状 12）所有者意向調査 
 

・建物の今後については、「６.売却して処分したい」が 69 件（38.3％）と最も多くなって

いますが、「１.自分、または家族が住みたい」（20件、11.1％）、「３.親族に相続させ

使用させたい」（16 件、8.9％）、「５.賃貸として運用したい」（7 件、3.9％）のよう

に、対象とする建物を住居として使用する具体的な意向も確認できる結果になりました。

【問 11】 

 

【問 11】対象となる建物の今後について、どのようにお考えですか（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．自分、または家族が住みたい

20件 11.1%

２．物置、倉庫、また

は別荘などとして使用

したい 20件 11.1%

３．親族に相続させ

使用させたい

16件 8.9%

４．解体して土地を使用

したい 10件 5.6%

５．賃貸として運用したい

７件 3.9%

６．売却して処分し

たい

69件

38.3%

７．特に考え

ていない 26件

14.4%

８．その他 12件 6.7%

空家等の所有者からは、建物の今後について「自分、または家族が住

みたい」「親族に相続させ使用させたい」「賃貸として運用したい」と

いった、対象とする建物を住居として利活用したいという思いや、必要

だと感じている支援も多く確認されました。 

このようなことから、空家等の利活用を促すための取り組みが必要と

いえます。 

現状 12[p16] 

現状 13[p17] 

（有効回答総数 180件） 
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５-（現状 13）所有者意向調査 
 

・必要な支援として、「８.解体のための費用を支援してほしい」が 72 件と最も多く、次い

で「１.賃貸・売却する場合の不動産業者等の情報がほしい」が 60件と多くなっています。 

・その他、「４.不要な荷物や家具等を処分してくれる業者の情報がほしい」（47件）や「３.

庭の草刈りや樹木の剪定・伐採をしてくれる業者の情報がほしい」（45件）等といった業

者の情報に関する意見も多くありました。 

・また一方で、「10.特に支援は必要ない」（58件）という意見は、３番目に多い結果になり

ました。【問13】 

 

【問 13】行政の空家対策として、必要だと思う支援等があればお答えください 

（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60

16

45

47

38

19

33

72

19

58

0 20 40 60 80

１．賃貸・売却する場合の不動産業者等の情報がほしい

２．空家等を管理してくれる業者の情報がほしい

３．庭の草刈りや樹木の剪定・伐採をしてくれる業者の情報がほしい

４．不要な荷物や家具等を処分してくれる業者の情報がほしい

５．解体業者の情報がほしい

６．相続・権利等の相談窓口の情報がほしい

７．利活用するための修理費用を支援してほしい

８．解体のための費用を支援してほしい

９．その他

10．特に支援は必要ない

（有効回答総数 407件） 

（件） 
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[課題６ 利活用が困難な空家等の跡地活用] 

 

  

 

 

 

 

 

６-（現状 14）所有者意向調査 

【問 11】対象となる建物の今後について、どのようにお考えですか（１つ選択）【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 13】行政の空家対策として、必要だと思う支援等があればお答えください 

（複数選択可）【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．自分、または家族が住みたい

20件 11.1%

２．物置、倉庫、また

は別荘などとして使用

したい 20件 11.1%

３．親族に相続させ

使用させたい

16件 8.9%

４．解体して土地を使用

したい 10件 5.6%

５．賃貸として運用したい

７件 3.9%

６．売却して処分し

たい

69件

38.3%

７．特に考え

ていない 26件

14.4%

８．その他 12件 6.7%

60

16

45

47

38

19

33

72

19

58

0 20 40 60 80

１．賃貸・売却する場合の不動産業者等の情報がほしい

２．空家等を管理してくれる業者の情報がほしい

３．庭の草刈りや樹木の剪定・伐採をしてくれる業者の情報がほしい

４．不要な荷物や家具等を処分してくれる業者の情報がほしい

５．解体業者の情報がほしい

６．相続・権利等の相談窓口の情報がほしい

７．利活用するための修理費用を支援してほしい

８．解体のための費用を支援してほしい

９．その他

10．特に支援は必要ない

空家等の建物を住居として利活用するニーズが確認される一方で、

建物の処分やそのための支援に対するニーズが非常に多いことが確認

されました。利活用が困難な空家等に対しては、その跡地活用を進

め、周辺環境への悪影響を及ぼすことを未然に防ぐことが必要といえ

ます。 

現状 14[p18] 

（有効回答総数 180件） 

（有効回答総数 407件） 

（件） 
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イ 基本的な方針等 

◯ 計画期間 

本計画の計画期間は、中長期的な施策の展開を図る観点で、令和２年度から令和 11 年度

までの 10年間とします。 

但し、社会経済情勢や空家等の状況の変化、上位関連計画の改定等により、見直しの必要

性が高まった場合は、適宜見直しをすることとします。 

 

 

◯ 対象とする空家等 

本計画で対象とする空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項で規定

された「空家等」を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯ 対象地域 

 市内全域に空家等が分布していることを踏まえ、本計画は市全域を対象とします。 

 

 

 

  

空家等対策の推進に関する特別措置法  

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物

であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷

地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共

団体が所有し、又は管理するものを除く。 
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◯ 基本的な方針 

 空家等に関する本市の６つの課題を踏まえて、「空家等になる前（利用中）」「空家等にな

った後（空家化）」「管理不全となった空家等」の３つの段階に応じた取り組みを進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-７ 基本的な方針に係る体系図 

市内全域での空家等の 
増加（空家等の把握） 
[課題１] 

 

【建物の段階】 

 

空家等に対する問題 

意識[課題２] 

空家等の適切な維持管

理 [課題３] 

空家等の利活用[課題５] 

利活用が困難な空家等 

の跡地活用[課題６] 

衛生面・安全面で問題 

のある空家等の解消 

[課題４] 
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【対策の方向性】 

 

【本市の課題】 

 

管理不全となった 

空家等の解消 

空家等の適正管理 

空家等の除却・ 

跡地利用の促進 

空家等の利活用の 

促進 

空家等の発生抑制 


